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１　補助対象者について（※1） 

　　①市内の事業所に勤務する介護職員等（※２） 

　　②市内に事業所を有する介護事業者（※３）であって、自らが雇用する介護職員等が取得した資格

の受験手数料又は修了した研修の受講料等を全額負担した者 

　※１　受験手数料又は受講料等について、重複して他の法令又は制度に基づく助成金等の交付を受けてい

る者又は受けることを予定している者は、この事業の補助対象者とならない。 

　※２　介護事業者と直接雇用契約を結び、市内の介護事業所で勤務する者。 

　※３　介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定に基づく指定及び許可を受けた事業所を運営する者

（ただし、居宅療養管理指導事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所を除く。）。 
 

２　補助対象経費について 

　　市内の事業所に勤務する介護職員等が、取得または修了等した、以下の資格又は研修等の受験手数

料又は受講料等 

 

①　資格 

介護福祉士・介護支援専門員・主任介護支援専門員・社会福祉士・看護師・保健師・ 

理学療法士・作業療法士・精神保健福祉士・栄養士・調理師　等 

②　研修 

　　　介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・介護支援専門員実務研修・ 

介護支援専門員専門研修・介護支援専門員再研修・介護支援専門員更新研修・ 

主任介護支援専門員研修・主任介護支援専門員更新研修・認知症介護実践者研修・ 

認知症介護実践リーダー研修・認知症対応型サービス事業管理者研修・ 

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修・認知症介護指導者養成研修　等 

 

３　補助額について 

試験の受験手数料又は研修の受講料等の費用の１／２ 

（補助上限額　介護職員等１名あたり年間５万円） 

※ただし、補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てます。 

 

４　申請の流れ 

　　試験の合格又は研修の修了等した後、以下の書類を高崎市役所長寿社会課まで提出してください

（支所では受付できません。）。試験に合格又は研修に修了等した日の翌日から起算して１年を

経過する日までに申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高崎市介護人材資格取得支援事業補助金」

市内の介護事業所で働く介護職員等の資格取得に最大５万円を補助

高崎市では、介護職員等の確保及び定着の支援と事業所のサービスの質の向上を図るため、高崎市内の
事業所に勤務する介護職員等が介護サービスの提供に関わる資格の取得や研修の修了等をした場合に、
予算の範囲内で受験手数料又は受講料等の一部を補助する事業を実施します。

Ｒ10.3.31Ｒ9.9.1Ｒ9.4.1Ｒ8.9.1Ｒ8.4.1

例：令和 8 年９月１日に研修を修了した場合 

申請可能

研修修了日



 

【個人の申請】 

①高崎市介護人材資格取得支援事業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号） 

②高崎市介護人材資格取得支援事業補助金交付請求書（様式第４号） 

　※添付書類：雇用証明書（別紙１） 

受験手数料、受講料等が確認できる書類（研修案内等）の写し 

受験手数料、受講料等の領収書の写し 

試験を受験、研修を修了したことが確認できる書類（合格証、修了証など）の写し 

本人の身分を証明できるものの写し 

振込先金融機関口座が確認できるものの写し（通帳のコピー等） 

 

【法人の申請】 

①高崎市介護人材資格取得支援事業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号の２） 

　②高崎市介護人材資格取得支援事業補助金交付請求書（様式第４号の２） 

※添付書類：雇用証明書（別紙１） 

受験手数料、受講料等が確認できる書類（研修案内等）の写し 

介護事業者が受験手数料、受講料等を支払ったことが確認できる書類の写し 

試験を受験、研修を修了等したことが確認できる書類（合格証、修了証など）の写し 

本人の身分を証明できるものの写し 

振込先金融機関口座が確認できるものの写し（通帳のコピー等） 

 

受付期間は以下の通りです。 

　　第一期：令和８年８月３日（月）～８月３１日（月） 

　　第二期：令和８年１２月１日（火）～１２月２８日（月） 

　　第三期：令和９年２月１０日（水）～３月１０日（水） 

 

５　注意事項 

申請に不正が認められた場合、補助金は交付できません。また、不正に補助金の交付を受けた場合、

補助金を返還いただくこととなります。 

なお、市が必要と認めたときは、申請者に対し、報告又は必要な資料を求めることがありますので

あらかじめご了承ください。 

また予算の都合上、受付を締め切る場合がありますので、ご了承ください。 

 

６　お問い合わせ先（申請書類の提出先） 

　　この補助金についての問い合わせ及び申請書類の提出先は、次のとおりです。 

 担　当：高崎市役所 福祉部 長寿社会課　長寿企画担当（２階）　 
住　所：高崎市高松町３５番地１ 
電　話：027－321－124８（課直通）


